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第１章 基本的事項 
 

１． 計画目的 

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「法」という。）第２０条の３第1項

に基づき都道府県及び市町村に策定が義務付けられている温室効果ガスの排出量の削減のた

めの措置に関する計画（以下「実行計画」という。）として策定するものである。生駒市の事

務事業の実施に当たっては､本計画に基づき温室効果ガス排出量の削減目標の実現に向けてさ

まざまな取組を行い、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とする。  

 

２．基準年度・計画期間・目標年度 

基準年度を平成22年度とし、計画期間を平成23年度～平成28年度までの６年間とする。 

目標年度については、平成28年度とする。 

なお、実行計画の実施状況や技術の進歩、社会情勢の変化により、必要に応じて見直しを行

うものとする。 

 

※ 基準年度とは、各年度における温室効果ガス排出量の増減を比較検討するための基準

として、各地方自治体が独自に設定する年度をいう。 

 

３．対象範囲 

実行計画の対象範囲は、本市が行う全ての事務・事業とし、指定管理者制度等により外部

委託を実施している事務事業を含めた全ての組織及び施設とする。 

 

４．対象とする温室効果ガス 

実行計画で、削減対象とする温室効果ガスは、法で定められた削減対象となる、６種類の

ガスのうち二酸化炭素を対象とする。 
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第２章 二酸化炭素の排出状況及び削減目標 
 
１．基準年度の二酸化炭素排出量  

生駒市の事務・事業における基準年度の二酸化炭素総排出量は、16,265t-CO2である。 

 

区分 排出量（t-CO2）

二酸化炭素（CO2） 16,265 t-CO2

 

 

２．要因別の排出状況 

基準年度である平成22年度の二酸化炭素排出量を排出要因別に見ると、他人から供給される

電気の使用に伴って排出される二酸化炭素が全体の85.3％を占め、次いで都市ガスの使用が

4.9％、重油の使用が4.5％となっている。 

電気, 85.3%

軽油, 1.0%

灯油, 2.1%

ガソリン, 1.2%

重油, 4.5%
ＬＰＧ, 0.8% 都市ガス,

4.9%

電気

ガソリン

軽油

灯油

重油

ＬＰＧ

都市ガス
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３．削減目標 

平成22年度を基準年度として、計画期間の最終年度である平成28年度の二酸化炭素排出量を

9.7％以上削減することを目指す。  

目　　標

市の事務・事業から排出される二酸化炭素排出量の総量を
平成22年度比で9.7％以上削減する。

電気使用量を平成22年度比で10.3％以上削減する。

公用車 ガソリン ガソリン使用量を平成22年度比で14.1％以上削減する。

軽油 軽油使用量を平成22年度比で14.1％以上削減する。

燃料 都市ガス 都市ガス使用量を平成22年度比で9.8％以上削減する。

重油 重油使用量を平成22年度比で増加させない。

灯油 灯油使用量を平成22年度比で増加させない。

LPG LPG使用量を平成22年度比で9.8％以上削減する。

ＯＡ用紙の使用量を平成22年度比で増加させない。

ごみの排出量を平成22年度比で31.4％以上削減する。

水使用量を平成22年度比で1.6％以上削減する。水使用量

項　　目

二酸化炭素排出量の削減

電気使用量

紙類使用量

ごみ排出量
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第３章 具体的な取組 
 

１． 再生可能エネルギーの積極導入 

  ・南コミュニティセンターに、平成23年度に太陽光発電システムを導入。 

  ・山崎浄水場に、平成24年度に小水力発電を導入。 

 

２． 施設設備の改善、物品購入、その他の取組 

  ・生駒市環境マネジメントシステムハンドブックに基づき、環境行動を推進する。 

  ・平成23年度から施設の省エネルギー診断を受診し、設備の改善を図る。 

  ・本庁のダウンライトについて、平成23年度にＬＥＤ照明を導入。 

  ・花のまちづくりセンターに、平成23年度にＬＥＤ照明を導入。 

  ・本庁の40Ｗ蛍光灯について、平成24年度にＬＥＤ照明を導入。 

  ・市内の防犯灯・街路灯について、平成24年度にＬＥＤ照明を導入。 

 

 

第４章 推進・点検体制及び進捗状況の公表 
 

１．推進体制  

  生駒市環境マネジメントシステムの実施及び推進組織の設置に関する取扱要綱に基づき、

環境マネジメントシステム推進本部のもとで、本市の事務事業に係る環境行動の適切な推進

を図る。 

 

２．点検体制 

 取組状況については、生駒市環境マネジメントシステムの実施及び推進組織の設置に関す

る取扱要綱に基づき、定期的に進捗状況の把握を行うとともに、年１回の監査を行う。 

 

３．進捗状況の公表 

  実行計画の進捗状況、点検評価結果については、ホームページ等により公表する。 

 


